
　【対応区分】

重症心身障がい児及び医療的ケア児の生活における現状・課題と対応について

乳児期 幼児期 学齢期 

【病院等】 
（医大NICU・

GCU等） 

【入所施設】 
（療育センター、みちのく療育園等） 

【居場所】 

在宅 

【保育等】 

・保育所 

・幼稚園 

【支援者】 

看護師 

【学校等】 

  ・小中学校 

  ・高等学校 

  ・特別支援学校 
 【支援者】 

看護師 

【障がい福祉サービス】 

・児童発達支援事業所 

【支援者】 

研修を受けた 

介護職員等 

【障がい福祉サービス】 

・放課後デイサービス事業所 

【支援者】 

研修を受けた 

介護職員等 

【障がい福祉サービス】 

・居宅介護事業所 

【支援者】 

研修を受けた 

介護職員等 

【医療系サービス】 

・訪問看護ステーション 
【支援者】 

看護師 

【障がい福祉サービス】 

  ・日中一時支援 

  ・短期入所 

【支援者】 

保護者、家族等 

【支援者】 

医師、看護職員、                            

研修を受けた介護職員等 

【サービス調整】 相談支援専門員 

現状・課題 対応 

重症心身障がい児・者及び医療的ケア児・者 

支援推進会議 
地域における医療的ケア児支援 

に係る協議の場 

現状把握、課題抽出、対応策検討 

情報共有 

≪入所ニーズに対応した受入体制の確保≫    

  ・ 施設の整備 

  ・ 支援者の確保 

県立療育センターにおける受入体制整備を

通じた入所ニーズへの対応 

≪在宅における医的ケアの負担軽減≫    

 ・ 制度等情報に係る適時適切な提供 

 ・ 医的ケア実施に係る負担軽減 

 ・ 通院時の負担軽減 

≪保育所等における医的ケア児受入体制の確保≫    

 ・ 医的ケアを実施する支援者の確保 
 

≪小中学校における医的ケア児受入体制の確保≫    

 ・ 医的ケアを実施する支援者の確保 

・ 情報発信方法の検討 

・ 訪問看護体制の充実による負担軽減 

・ 通院時に介助する介護職員等による負担

軽減 

・ 支援者の育成及び配置 

※ 配置主体 

 ■ 保育所等、小中学校：市町村 

 ■ 県立高等学校、特別支援学校：県 

≪医的ケア児支援の総合調整機能の確保≫    

 ・ コーディネーターの確保 

 ・ コーディネーターの効果的な配置 

・ 医療的ケア児等コーディネーターの育成 

・ 効果的な配置方法の検討 

≪医療的ケア児の療育の場の確保≫    

 ・ 児童発達支援事業所及び放課後等デイサービスで

医的ケアを実施する支援者の確保 

・ 支援者の育成 

≪協議の場における検討体制整備の必要性≫    

 ・ より具体的な課題及び対応策検討 

・ 専門部会設置による検討の活性化 

・ 地域における協議の場との連携確保 

≪医療的ケア児受入体制の確保≫    

 ・ 支援者の確保（小児への医的ケアスキル不足を含

む） 

 ・ 施設における受入体制の確保（短期入所事業所に

おけるハード面整備） 

・ 支援者の育成 

・ 受入体制の整備（短期入所） 

【病院等】 
（外来・訪問診療・往診） 

≪訪問診療に対応した医療機関の確保≫ 

支援体制整備 

【受入拡充】 

支援体制整備 

【人材育成】 

負担軽減 

支援体制整備 

・ 支援者の育成 

・ 小児在宅医療連携拠点の設置に向けた検

討 
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支援体制整備 

【受入拡充】 

支援体制整備 

【受入拡充】 

支援体制整備 

【受入拡充】 

支援体制整備 

【人材育成】 

支援体制整備 

【人材育成】 

支援体制整備 

【人材育成】 

支援体制整備 

【人材育成】 

支援体制整備 

【受入拡充】 
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